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【申請方法】 

 

 

 

 

 

【基準となる住民税額と支給限度額】 

 

 

 

 (1)就学支援金 (2)授業料軽減助成金・(3)奨学給付金 

申 請 書 

の 入 手 
在学する学校より入手 

６月中旬以降、在学する学校より入手又は東

京都私学財団のＨＰよりダウンロード 
※東京都認可の通信制高校は９月頃、在学校より入手 

申請時期 学校の定める提出期限までの提出 
６月２１日（金）～７月３１日（水） 
※東京都認可の通信制高校は１０月頃予定 

提 出 先 在学する学校 （公財）東京都私学財団 

問合せ先 

東京都私学就学支援金センター 

電話 ０３（５２０６）７８１４ 

ＨＰ  

電話 ０３（５２０６）７９２５ 

ＨＰ 

対象世帯 
年収目安 

（4人世帯） 

就学支援金＋授業料軽減助成金 
軽減額（年額）※1 奨学給付金 

（1～3学年のみ） 
高校（全日制・

定時制）等 

都認可 

通信制高校 

生活保護世帯 
約 250万円 

未満 

456,000円 
（都内私立高校 

平均授業料 

相当額） 

 

297,000円  
（就学支援金分ま

で） 

52,600円 
生業扶助受給世帯 

住民税が非課税又は均等割のみの世帯 
138,000円又は

98,500円※2、3 

住民税のうち都道府県民税・区市町村
民税所得割額の合計額が85,500円未満
の世帯 

約 250万円 

～約 350万円 
247,000円 

（都認可私立通信

制高校平均授業

料相当額） 

－ 

住民税のうち都道府県民税・区市町村 
民税所得割額の合計額が 257,500円未 
満の世帯   

約 350万円 

～約 590万円 
－ 

住民税額が一定基準以下の世帯 

約 590万円 

～約 760万円 
－ 

約 760万円 

～約 910万円 
118,800円 

（就学支援金のみ） 
－ 

※1 保護者が負担する在学校の授業料が上限です。 

※2世帯の構成員の状況により給付額が異なります。※3通信制は一律 38,100円です。 

検索 就学支援金 生活文化局 検索 東京都私学財団 




